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人口減少が進む現在も依然として居住地が拡大しており，将来の税収減少，維持管理費増加の予測を鑑

みれば，戦略的に都市機能の選択と集中を行うスマートシュリンクにより行政コストを縮減する政策が必

要である．無秩序な居住地開発を抑制するために土地利用規制があり，多くの課題が指摘されているが，

データに基づいて検証した事例，人口減少との関係を示すものは少ない．これらの問題に対し，本研究で

はスマートシュリンク政策の基礎的知見を得ることを目的とし，岐阜県の複数の都市計画区域を対象とし，

汎用性の高いデータを用い，各課題を検証し，以下の知見を得た．①市街化区域，用途指定地域内の郊外

化とスポンジ化が同時に起きている②市街化区域，用途指定地域の人口は人口減少の影響を受けやすく，

逆に農振青地は人口減少の影響を受けにくい． 
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1. はじめに 

 

わが国では，戦後の急激な経済成長とモータリゼーシ

ョンの進展により，郊外に公共施設や大規模店舗などの

都市機能の拡散が進み，居住地は人口増加とともに徐々

に拡大してきた．人口は 2008 年にピークを迎え，その

後減少幅が拡大しているが，住宅用地に着目すると，依

然として拡大を続けている．また行政コストの増大に着

目すると，将来維持管理費・更新費が不足すると懸念さ

れ，郊外に薄く人口が広がる都市構造では，都市機能の

維持管理費用が行政の大きな負担になると懸念されてい

る．それを確認するように，シミュレーションに基づい

てコンパクト化の財政的効果を計測した研究 1)では，都

市の中心部への集約化により財政面に大きな効果が期待

できると示されている．さらに，中心市街地の空洞化，

空き家の増加，都市の密度の低下による，行政，民間サ

ービスの非効率化，高齢者などの自動車を利用しない者

のアクセシビリティの低下などが懸念される．都市計画

において最新の国土計画である「国土のグランドデザイ

ン2050」や多くの自治体で，コンパクトなまちづくりを

目標としており，今後の都市計画は，戦略的に選択と集

中を行い，必要な機能を維持するスマートシュリンクの

実現が不可欠だといえる． 

しかしながら，土地利用を規制することでスマートシ

ュリンクを実現することは簡単でないといわれている．

日本の人口増加時代の土地の使われ方に注目すると，饗

庭 2)は，土地は経済成長の材料として，積極的に交換，

細分化，低価格化され，現在においては土地所有者が大

量かつ複雑に存在すると指摘している．土地利用規制は

無秩序な開発に伴う外部不経済の発生を防ぐ意図で設け

られているが，私有財産」としての価値を下げる施策に

は土地所有者からの抵抗があり，居住可能区域の縮小は

困難とされる．くわえて，行政側としても用途地域の変

更，逆線引き，空家や空地の寄付は都市計画税，固定資

産税の税収を減らすことになり，消極的な自治体が多い

のが実態である 3)． 

これらの課題に対し，人口減少社会に対しての提言，

限定的な地域における開発の動向に関する研究は数多く

存在するが，実際に人口と土地利用との関係にを検証し

たものは多くない．また，複数の異なる条件の都市計画

地域に対して比較検証し，土地利用規制により生じた現

在までの帰結とその特徴を分析した例は見当たらない．
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以上から，本研究では，今後のスマートシュリンクを念

頭において，岐阜県内の複数の都市計画地域を対象とし

て，土地利用規制がどのような土地利用の実績を生じさ

せたのかを明らかにすることにより，今後の都市政策に

おける基礎的な知見を獲得することを目的とする．本研

究の構成は以下の通りである．第 2章では土地利用規制

の概要解説と，既往研究で議論されている土地利用規制

の課題を整理する．くわえて，課題の整理に基づいて本

研究で検証の対象とする課題を示す．第 3章では検証に

用いる分析方法について述べる．第 4章では岐阜県内の

8 つの都市計画地域について対象課題に対する実態を検

証する．第 5章では本稿の成果と課題を示す． 

 

 

2. 土地利用規制に関する課題整理 

 

（1）土地利用規制の概要 

居住に関わる土地利用規制は主に都市地域の都市計画

法と，農業地域における農業振興地域の整備に関する法

律（以降農振法）がある 4)（図-1）．都市計画法では，

「一体の都市として総合的に整備し，開発し，及び保全

する必要がある区域」等を都市計画区域とし，「すでに

市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先

的かつ計画的に市街化を図るべき区域である」市街化区

域と，「市街化を抑制すべき」市街化調整区域とに区域

区分制度を用いてゾーニング規制を行う．また，市街化

の著しい地域以外は線引きを適用しないとされ，地方都

市においては多くの区域で区域区分制度を導入されてい

ない（以下，非線引き区域という）．非線引き区域の土

地利用に関する規制は市街化区域より緩やかで，農用地

区域や優良農地を除けば，任意で用途地域，特別用途地

区を定めることができる．都市計画区域の用途指定のな

い非線引き区域（白地地域）においては，平成 12 年以

降，特定の用途の建築物を条例で制限できる特定用途制

限地域を定められるようになった． 

農業地域における土地利用は都市計画法の翌年に制定

された農振法によって，「自然的経済的社会的諸条件を

考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると

認められる地域について，その地域の整備に関し必要な

施策を計画的に推進するための措置を講ずることにより，

農業の健全な発展を図るとともに，国土資源の合理的な

利用に寄与することを目的」として農業振興地域を指定

し， 「今後相当長期にわたり農業上の利用を確保すべ

き土地として市町村が農振整備計画で用途（農地，採草

放牧地，農業用施設用地等）を定めて設定する区域」で

ある「農用地区域」と，農用地区域以外で農地法が適用

される農業振興地域が存在する．農地を転用する場合，

その農地の特性により，手続きが必要となる． 

都市計画法と農振法における土地利用規制は重複を許

し，市街化調整区域かつ農振青地が最も規制が強く，用

途無指定の白地地域が最も規制の度合いは弱い． 

 

（2）人口の動向 

国土交通省の都市計画現況調査 5)によると，平成 20年

から平成 27 年において都市計画区域，市街化区域内の

人口の割合が増加している．また，人口集中地区（以降，

DID）に着目すると，DID 内人口は，近年緩やかな増加

を続けており，2015年時点で全人口の70％以上がDID内

に居住している．一方．DIDの面積は1990年頃までに大

幅に拡大し，その後緩やかな増加を続けており，DID 内

の人口密度は同時期まで大幅に減少し，その後はほぼ横

ばいで推移していることから，近年まで人口が薄く広が

る傾向を示していた． 

農地に着目すると，農地や農用地区域の人口を示す統

計資料は存在しないが，日本における可住地はその多く

が都市的土地利用と農業的土地利用に区分されることか

ら，農地を保護することが市街地の拡大の抑制に繋がる

が，市街化調整区域や用途無指定地域の多くを占める農

地は農用地区域内農地を含め近年減少傾向にある． 

 

（3）土地利用と人口推移に関する既往研究と検証の対

象とする課題の整理 

土地利用に関する既往研究での議論を概観し，本研究

で検証対象とする土地利用規制に生じている課題を整理

する． 

a) 旧来からの市街地と周辺の人口推移に関する研究 

饗庭 2)は，人口動態の時代的な変化について，人口増

加時代の都市の拡大期における，都市の中心から外側の

農地への開発の圧力により開発が進むスプロール（虫食

い）の時代から，人口減少時代には，より小規模で複雑

 

図-1 居住に関わる土地利用規制の概要 

（農林水産省 4)を元に筆者らが加筆） 
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な土地利用の変化が場所を問わずランダムに発生し，都

市内部に無数の穴が空いて，密度が低下するスポンジ化

が起こると指摘した．氏原ら 6)は，笠岡市を対象に，新

規開発，空家の発生，空家の 3 要素に着目し，都市の

「中心部」と「郊外のさらに外側」でスポンジ化が進ん

でいると指摘し，その一方で，都市の郊外化（スプロー

ル）が現時点でも進行していることを示した． 矢作 7)は，

「大店法の規制が行われた 1990 年以降，大型店の郊外

立地が加速し，地方都市の中心市街地は急速な衰退を経

験している」と，大規模小売店舗の郊外立地による中心

市街地への影響を指摘した． 

市町村の人口規模と DID内の人口密度の関係 8)をみる

と，1990年までは，どの人口規模の市町村でもDID人口

密度が減少していたのが，以降 10 万人以上の市町村に

おいては，わずかながら増加をみせたものの，10 万人

以下の都市においては横ばいか減少傾向にある．原ら 9)

は地方都市においてDID縮小区域が発生していることか

ら，地方における人口集中地域消滅の可能性と，これに

より市街化区域の設定根拠となる人口フレームの人口密

度設定が困難になることを指摘している．浅野ら 10)は

DID 縮小地域に見られる特徴を示し，線引き都市よりも，

非線引き都市でDIDの縮小傾向が強く，それらの地域に

おいては旧来の市街地で空家が多く存在することを明ら

かにした．  

以上のようにDIDは都市部において人口密度が低下し，

スポンジ化の発生が指摘されており，郊外部ではDIDそ

のものが縮小していると指摘されている． 

b) 土地利用規制と人口推移の関係 

土地利用規制について，竹田 11)は，市街化調整区域は

周辺地域の開発が期待されないことを理由に，相当に低

い水準で市場相場が形成されている状況にあることを明

らかにし，服部ら 12)は地方都市における居住地の選択構

造を分析し，市街化区域以外の居住者は，市街化区域内

居住者に比べ，居住環境より地価の安さを優先しており，

居住環境の整備による誘導が難しいことを指摘した．  

2000年の都市計画法改正で「区域区分の選択制」が導

入され，区域区分制度を廃止した都市計画区域を見ると，

旧香川中央を対象にした石村ら 13)は，拡散的な開発や旧

市街化調整区域での農地転用などが発生していることを

指摘している．坂内ら 14)の東予を対象にした調査におい

ても，旧香川中央と同様に農地転用が急増したことを明

らかにし，開発の抑制には農振法や農地法のみでは不充

分であることを指摘した．農林水産省の報道資料 15)によ

ると，農地の違反転用が発見されているものだけで全国

で毎年 4,000件を超えるペースで存在している．  

以上の議論では，土地利用規制が必ずしも無秩序な開

発を防ぐ規制の意図と整合するように機能していないこ

とが示唆されている． 

松川ら 16)は行政間の土地利用格差に着目し，隣接した

地域において，一方が開発許可条例の導入や農振法によ

る規制の緩和をしたことにより，他方の市街化が鈍化し

たことを示している． したがって，隣接する市町村で

も開発権限が違うことで動向が異なることが想定される．

この検証も必要となろう． 

市街化区域の設定根拠である人口フレーム方式に注目

する．これはおおむね 10 年後と設定される目標年次ま

での人口予測に基づいて市街化区域の面積を決定するも

のである．田之上ら 17)は実態として人口が減少する中，

人口推計や可住地人口密度，非可住地の恣意的な変更に

より市街化区域を拡大していることを明らかにしている．

また，松川 16)は都市マスや農政協議マスの人口フレーム

が実際の人口の動向と乖離していることを指摘した． 

このように人口フレーム方式により過去に設定した市街

化区域の範囲が現在の都市の土地利用を鑑みて適切であ

るかも検証の必要があるだろう． 

c) 本研究で検証対象とする課題の整理 

以上まで，都市における人口の動態や土地利用規制の

課題に関する指摘について整理した．この整理に基づい

て，特に以下の 3点に着目して線引き都市計画区域，非

線引き都市計画区域の両者において各種土地利用規制が

どのような帰結を生じたのかを検証する．  

I. 旧来の市街地およびその周辺の人口推移を分析す

ることで，スポンジ化の発生状況を確認する． 

II. 人口フレーム方式により設定される市街化区域の

範囲設定は適切であったか考察する． 

III. 同一都市計画区域における開発許可権限の違いに

よる開発状況の差異を確認する． 

 

（4）本研究の位置づけ 
前節までに示した既往研究では，人口減少時代におけ

る土地利用と人口との関係を示した例や，開発の歯止め

となる農地における人口や開発の動向をデータに基づい

て示したものは多くない．各行政が配布している汎用の

統計データに基づいた分析は高柳 20)の建物メッシュや田

メッシュの人口変化との関係性を示したものや，西前ら
21)の大阪府における農用地区域の変更を年次的に追跡し，

その傾向を示したもの，大島 22)の水戸市を対象とした，

大型集客施設がニュータウンの開発に及ぼした影響を示

したものがある．しかしながら，線引き都市計画区域，

非線引き都市計画区域の両者を対象として横断的に土地

利用規制と人口推移の関係を分析した研究は見当たらな

い．以上から，本研究は各種土地利用規制により生じた

帰結を複数の都市計画区域において分析し，横断的に考

察することで土地利用規制を含む今後の都市政策に示唆

を与えることを目指すものである． 
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3. 対象地域と分析方法 

 

（1）対象地域 

岐阜県は，21市9郡（19町2村）によって構成され，

現在 27 の都市計画区域を有し，一体の都市として総合

的に整備，開発，保全することを目的として「都市計画

区域マスタープラン」を策定している．本研究では，

「岐阜県都市政策に関する基本方針 23)」における「中心

都市」と分類された表-1 に示す 8 都市計画区域（3 線引

き都市計画区域，5 非線引き都市計画区域）を対象とす

る． 

 

（2）使用するデータと分析方法 

人口減少社会における人口推移や他地域との比較を可

能にするため，一般に公開されている各種政府統計資料

を用いる．使用した各種統計資料を表-2に示す．  

a) 対象地域 

各都市計画区域を国土数値情報の最新である 2017 年

の行政区域データと 2011 年の都市地域データの都市地

域を GIS上で空間結合することにより作成したため，現

在の都市計画区域と比較すると，座標のずれから若干の

誤差を含む．しかしながら，ずれ量は大きくなく，分析

結果に大きな影響を与えるものではない．また国土数値

情報の 2011 年都市地域データ，2011 年農業地域データ

をGIS上で空間結合し，2011年における土地利用規制ご

とに分類されたエリアを作成した．さらに，旧来の市街

地からの人口の拡散を検証することを目的とし，2011年

都市地域データと 1995-2015 年の人口集中地区データを

用いて表-3に示すエリアを作成し，検証に用いた．なお，

多治見市の都市地域データは平成 22 年の同市における

線引き制度導入以前のデータであることが確認できた，

旧多治見地区の市街化区域，旧笠原地区のその他用途地

域を市街化区域とし，それ以外の地域を市街化調整区域

とした． 

b) 人口，世帯数を用いた分析 

人口，世帯数の経年変化を分析するにあたり，政府統

計の総合窓口が提供する国勢調査のデータを用いる．本

研究では 1995 年，2000 年，2005 年，2010 年，2015 年の

統計が提供されている4次メッシュ（500mメッシュ）を

用いた．人口，世帯数を求めるにあたり，図-2に示すよ

うに，区分された対象地域の面積の割合をかけることに

表-1 本研究の対象地域 

 

 

図-2 国勢調査の人口・世帯数の算出方法 

 

図-3 土地利用細分メッシュのカウント方法 

 

 

表-2 本研究に使用した各種統計資料一覧 

 

圏域 都市計画区域 線引き 関係市町村

岐阜 岐阜 ● 岐阜市、瑞穂市、岐南町、笠松町、北方町

⻄濃 ⼤垣 ● ⼤垣市、垂井町、神⼾町、安⼋町

東濃 多治見 ● 多治見市

中濃 関 関市

中濃 美濃加茂 美濃加茂市、坂祝町、富加町、川辺町

中濃 可児 可児市（旧可児市）

東濃 中津川 中津川市

飛騨 高山 高山市

掲載元 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

土地利用細分メッシュ 100メッシュ(注1) ● ● ●

農業地域 ○ ● ○

農用地区域 ○ ● ○

都市地域 ○ ●

市街化区域 ○ ●

市街化調整区域 ○ ●

その他用途地域 ○ ●

⾏政区域 ⾏政区域 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●

DID⼈⼝集中地区 DID⼈⼝集中地区 ● ●

政府統計の総合窓⼝ 国勢調査 4次メッシュ 500mメッシュ(注2) ● ● ●

○︓掲載されているデータ，●︓本研究で使用

注1:使用した土地利用細分メッシュは1991,1997,2006,2009,2014年

注2:使用した国勢調査は1995,2000,2005,2010,2015年

国土数値情報

土地利用

政策区域

都市地域

農業地域
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よりメッシュごとに算出する． 

c) 土地利用種別を用いた分析 

 土地利用に関する経年変化を分析するにあたり，国土

数値情報が提供する土地利用細分メッシュデータを使用

する．土地利用細分メッシュデータは，100m四方1haの

メッシュの土地利用を空中写真等から判読し，最も多く

占める土地利用を表したデータであるため，実際の開発

許可件数や面積とは一致しないが，容易に入手可能なも

のとして開発行為におけるおおよその傾向を概観するに

は有効と考えられる．1991年から 2014年に 3-6年毎に作

成される 5年分の土地利用細分メッシュデータの建物用

地メッシュと，農地メッシュ（田メッシュとその他の農

用地メッシュ）に着目し，区分けしたエリアごとに表-3

に示すように優先順位をつけ，図-3に示すカウント方法

で 1メッシュ内に複数のエリアが含まれる場合のカウン

トの重複を避けた． 

 

 

4. 課題の検証 

 

各課題を検証するにあたって，8 都市計画区域におけ

る人口の推移を表-4に整理する．都市計画区域により人

口減少元年が異なり，美濃加茂，可児においては最新の

調査である 2015 年においても人口が増加していること

が確認できる．ここで，以下の分析において，人口増加

期と人口減少期に分けて人口の推移を分析するため，各

期について定義する．人口増加期は 1995 年から各都市

計画区域において人口が最大となるまでの期間を指す．

人口減少期は人口が最大となる年から 2015 年までの期

間を指す． 

 

（1）土地利用規制と人口推移の概観 

 都市計画区域を土地利用規制ごとに分け，人口，世帯

数の増減を表-5に示す．人口に着目すると，人口増加期

において，岐阜，大垣，多治見，関，可児は市街化区域

で人口が大きく増加したものの，全ての地域において最

も規制が厳しく，市街化調整区域や白地地域における土

地利用規制の効果が期待される農振青地での人口の増加

が正であり，美濃加茂，中津川，高山においては最も伸

び率が大きいことが確認できる．人口増加期と人口減少

期に違いに着目すると，農振青地において関，高山を除

く地域で人口が減少に転じているが，全ての地域におい

て市街化区域や用途指定地域に比べ，下げ幅が小さいこ

とが確認でき，人口減少に伴い農振青地に居住する人口

の比率が高まることが示唆される結果となった．このこ

とから，農振青地による土地利用規制は住居としての開

発の抑制に十分に寄与できていないことがわかる．世帯

数に着目すると，ほぼ全ての地域で増加傾向にある．特
に農振青地における増加が大きく，一因として世帯構成

表-3 各検証のためのメッシュ区分と土地利用種別のカウント

に用いる優先順位 

 

表-4 各都市の人口の変化と増減率 

 

表-5 土地利用規制と人口，世帯数の増減率の関係 

  

 

検証 対象 区分け 優先

都市計画区域全体 -

市街化区域 1

市街化調整区域

(農振以外)
4

農振白地 3

農振⻘地 2

用途指定地域 1

白地地域 4

農振白地 3

農振⻘地 2

DID(1995) 1

市街化区域-DID 2

市街化調整区域 3

DID(1995) 1

用途指定地域-DID 2

用途無指定地域 3

市街化区域 1

市街化調整区域 2

全体 -

農業地域-農用地区域

DID

市街化区域とDIDの差分

市街化調整区域

その他用途地域

用途指定地域とDIDの差分

8都市計画区域

色分け

線引き都市

(岐阜，大垣，

多治⾒)

非線引き都市

(関,美濃加茂,

可児,中津川,高

線引き都市

(岐阜，大垣，

多治⾒)

スポンジ化

の検証・市

街化区域の

範囲設定検

証

土地利用規

制と⼈⼝推

移の概観

開発許可権

限の違いに

関する検証

非線引き都市

(関,美濃加茂,

可児,中津川,高

山)

岐阜，大垣

農用地区域

摘要

農業地域と農用地区域の差分

農用地区域

その他用途地域

(都市地域とその他用途地域の差

分)と農業地域の差分

市街化区域

市街化調整区域と農業地域の差分

農業地域-農用地区域

エリア ピーク ⼈⼝増加期 ⼈⼝減少期 ⼈⼝増加期 ⼈⼝減少期

市街化区域 596 48 1,419 1,177

調整区域(農振以外) -240 -530 134 12

農振白地 -27 -99 39 35

農振⻘地 52 -107 74 34

市街化区域 252 17 472 322

調整区域(農振以外) 29 -16 23 9

農振白地 -104 -196 55 9

農振⻘地 29 -192 156 66

市街化区域 293 -254 412 205

調整区域(農振以外) 181 -58 118 72

農振白地 -2 -5 6 6

農振⻘地 17 -11 16 9

用途指定地域 150 -102 218 68

白地地域 78 -40 82 34

農振白地 69 -20 76 36

農振⻘地 94 2 87 53

用途指定地域 42 78

白地地域 -25 19

農振白地 17 48

農振⻘地 348 231

用途指定地域 392 328

白地地域 74 73

農振白地 119 103

農振⻘地 18 47

用途指定地域 -78 -55 45 39

白地地域 39 -7 52 34

農振白地 14 -19 31 12

農振⻘地 73 -37 83 31

用途指定地域 -22 -238 94 26

白地地域 -15 -50 5 10

農振白地 24 -11 -9 7

農振⻘地 72 30 21 25

高山 2000

⼈⼝年増減(⼈/年) 世帯数年増減(世帯/年)

美濃加茂 2015

可児 2015

中津川 2005

大垣 2005

多治⾒ 2000

関 2005

分類

岐阜 2010
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人員数の変化が考えられ，市街化区域に比べ，農振青地

における世帯数人員数の低下幅が大きいことが確認でき

た． したがって，世帯数で見ても最も規制の度合いが

強い農振青地に占める人口の割合が大きくなることがわ

かる． 

 

（2）旧来の市街地におけるスポンジ化の検証 

1995 年の DID（以下，DID1995 という）を旧来の市街

地と定義して，都市の中心性と人口，世帯数の年間あた

り増減を表-6に示す．人口に着目すると，人口増加期，

減少期共に可児を除く都市計画区域において，DID1995

において人口の大幅な減少が確認できた．中津川を除く

全ての都市計画区域でDID1995外の市街化区域や用途指

定地域の人口が大幅に増加したことが確認できる．また，

人口減少期においては，高山を除き，DID1995 外での人

口の減少率が大きいことが確認できた．以上から，

DID1995 からの人口の流出は依然として続いているもの

の，その傾向は人口減少により小さくなっている．また，

DID1995 から人口が流出し，DID1995 外の市街化区域に

は流入量が大きいことから，旧来の市街地の人口密度は

低下され，その外郭の市街化区域に人口が薄く伸びたこ

とが示唆される．世帯数に着目すると，一部の地域を除

き人口増加期に比べ人口減少期の増加率は減少している

ものの，現在も増加傾向であることが確認できた．図-4

に岐阜都市計画区域の建物用地の変化量を示す．図中 0

より上部は増加量，下部は減少量を示す．岐阜都市計画

区域において，1991 年から 2009 年まで建物用地の増加

傾向が確認できたが，2009 年から 2014 年にかけて増加

数が急減し，減少数が上回る結果となった．この傾向は

他の都市計画区域でも同様であった．図-5 は 1991 年と

2014年を比較し，建物用地からその他の土地利用に変化

したメッシュを示したものであるが，特にDIDの範囲が

広い都市計画区域において，DID1995 内でまばらに建物

用地の減少がみられ，スポンジ化と呼べるような状況が

確認できる．この状況は他の線引き都市計画区域におい

ても確認できた．一方で，非線引き都市計画区域におい

ては区域内の広い範囲で建物用地が減少しており，単純

に人口減少によって建物用地が減少したものと考えられ

る． 

 

（3）人口フレーム方式による市街化区域の設定の検証 

 1991 年から 2014 年の全都市計画区域の市街化区域内，

用途指定地域内におけるDID内外の農地メッシュの変化

の合計を表したグラフを図-6に示す．なお，これは全て

の都市計画区域の集計値であるが，各都市計画区域にお

いて概ね同じ傾向を示した．「農地→農地以外」におけ

る「農地→建物用地」の割合は 70％であり，市街化区

域，用途指定地域内において農地メッシュが建物用地メ

ッシュに変化する傾向が強い事が確認できた．また全て

の都市において，1991 年から 2009 年にかけて農地メッ

表-6 DIDとその他の地域における人口推移 

 

 

図-4 岐阜都市計画区域における建物用地の変化 

図-5 1991年から2014年の岐阜都市計画区域において建物用

地からその他に土地利用が変化した箇所 

エリア ピーク ⼈⼝増加期 ⼈⼝減少期 ⼈⼝増加期 ⼈⼝減少期

DID(1995) -1,235 -1,233 480 323

市街化調整区域-DID 1,669 1,085 924 813

市街化調整区域 -245 -742 227 74

DID(1995) -162 -224 195 147

市街化調整区域-DID 413 221 285 176

市街化調整区域 -59 -433 222 66

DID(1995) -208 -282 153 72

市街化調整区域-DID 487 2 261 136

市街化調整区域 198 -73 139 87

DID(1995) -101 -150 48 -0

用途指定地域-DID 250 46 173 69

用途無指定地域 234 -58 241 122

DID(1995) -32 20

用途指定地域-DID 71 58

用途無指定地域 335 291

DID(1995) 22 110

用途指定地域-DID 365 221

用途無指定地域 208 216

DID(1995) -104 -59 -3 4

用途指定地域-DID 14 -2 47 36

用途無指定地域 126 -64 166 76

DID(1995) -198 -345 21 -37

用途指定地域-DID 157 71 73 56

用途無指定地域 80 -36 16 40

⼈⼝年増減(⼈/年) 世帯数年増減(世帯/年)

中津川 2005

高山 2000

関 2005

美濃加茂 2015

可児 2015

多治⾒ 2000

分類

岐阜 2010

大垣 2005
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シュは大幅な減少がみられるが，2009年以降農地メッシ

ュ数は横ばいで推移し，新規農地を示すメッシュ数も増

加傾向にあることが確認できた．  

以上から，人口減少期においては，市街化区域内，用

途指定地域内において，DID 内外共に宅地化の傾向が弱

まったことが確認できた．すなわち，市街化区域の開発

が弱まっており，市街化区域内にも拘わらずDIDに満た

ない人口密度の地域が存在する．市街化区域の開発は

10 年程度を目標とする．したがって，現在の状況を見

る限り人口フレーム方式に基づく市街化区域の設定は過

大であったことが示唆される． 

 

（4）都市計画区域と開発許可権限の所在との関係 

 岐阜，大垣において同都市計画区域内で開発許可権限

を持つ岐阜市，大垣市とそれ以外の市町との人口，世帯

数の経年変化を表したグラフを図-7に示す． 

 岐阜の人口に着目すると，全体，岐阜市は減少傾向に

あるが，岐阜市以外の市町では現在も増加傾向である．

特に岐阜市以外の市街化調整区域は最も伸び率が高く，

都市計画区域内を統括的にコントロールするような土地

利用規制がなされているとはいえない．大垣の人口に着

目すると，大垣市以外の市街化区域と市街化調整区域の

差が大きく，大垣市に比べ，規制に整合した目的で土地

が利用されていることが確認できた．世帯数，建物用地

数は両都市計画区域とも人口と同様の変化を示している． 

以上から，開発許可権限が原因とは断定できないもの

の，同都市計画区域内での開発の違いが確認できた．岐

阜市，大垣市は自治体単位で策定する立地適正化計画を

策定しており，両市の居住誘導区域外での開発行為につ

いて届け出が必要となり，相対的に規制が緩くなる両市

外への開発の流出が懸念されると考える． 

 

 

5. おわりに 

 

本研究では，人口減少社会におけるスマートシュリン

クを念頭においた都市政策における有用な知見を獲得す

ることを目的に，岐阜県の 8都市計画区域を対象に，人

口増加期，人口減少期の違いに着目し，汎用性のある国

土数値情報，国勢調査を用いて都市の中心性，各土地利

用規制，同都市計画区域における開発許可権限の所在，

都市農地の土地利用の変化を検証した．本研究の分析で

得られた知見を以下にまとめる．（1）土地利用規制と

人口推移の関係においては，人口増加期において 5都市

計画区域において市街化区域で人口が大きく増加してい

たものの，全ての都市において農振青地での人口の増加

が正であり，3 都市計画区域において他の規制箇所より

も最も伸び率が大きい．人口減少期においては全ての地

域における農振青地の人口の減少量が市街化区域や用途

指定地域に比べ，減少量が小さい．したがって，土地利

用規制が十分に開発をコントロールできているとはいえ

ないことが明らかになった，（2）旧来の市街地におけ

るスポンジ化の検証により，DID1995 の人口の流出は依

然として続いているものの，その傾向は人口減少により

小さくなることが確認できた．世帯数は一部の地域を除

き人口増加期に比べ人口減少期の増加率は減少している

ものの，現在も増加傾向である．建物用地の変化におい

ては，DID1995 内でまばらに建物用地の減少がみられ，

スポンジ化と呼べる状況が確認できた．（3）都市農地

の土地利用の変化においては，人口減少期において，全

ての都市の市街化区域内，用途指定地域内において，

DID1995 内外共に宅地化の傾向が弱まったことが確認で

きた．したがって，現在の状況を見る限り市街化区域の

設定が過大であったことが示唆される．（4）都市計画

区域と開発許可権限の所在との関係においては，開発許

可権限が原因とは断定できないものの，同都市計画区域

内での開発の違いが確認できた．  

本研究における今後の課題を以下にまとめる．国勢調

査や国土数値情報に掲載されているデータを用いた本研

究の分析手法は，開発許可データや個々の開発の実績を

元にした分析手法の簡便法に位置づけられる．実際の人

口や開発許可件数を正確に示すものではなく，土地利用

 

図-6 市街化区域（用途指定地域）内農地の推移 

 

図-7 各規制箇所人口の経年変化（左：岐阜，右：大垣） 
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規制や開発許可制度が，個々の人口の移動や開発にいか

に反映されたかは定かではない．これらの巨視的な土地

利用の研究がいかに実際のデータに近似しているかを検

証する必要があると考える．また，居住に関わる意向は，

土地利用規制のみならず，交通利便性，都市計画税や固

定資産税，土地形状，周囲の公共，商業施設などが各個

人により総合的に評価されるため，都市計画の策定，評

価をするにあたり，それらの居住意向を総合的に分析す

る必要があると考える．今後の本格的な人口減少時代に

おいて，本研究のように人口，開発の動向は継続的に調

査することで，より有効な提言が可能になると考える． 

 

謝辞：本研究は JSPS科研費 16H06842の助成を受けたも

のである．ここ記して謝意を表す．  
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